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社会教育における 「職員の専門性」概念に関する予備的考察

遠 藤 和 士

【要 旨】

本稿は、これまでの社会教育理論において 「職員の専門性」という概念がどのように捉えられてきたのか、につ

いて今後より詳細な研究を行うための予備的な考察を行うことを目的とするものである。そのため、社会教育の分

野における入門的な文献に焦点を当て、そこに社会教育の職員や指導者の 「専門性」「役割」「資質」「職務 ・仕事」

について、どのような記述があるかを分析した。

対象とした文献の中に、職員は条件整備者であって、職員を指導者と呼ぶことに否定的な見解があったが、これ

は松下圭一氏の 『社会教育の終焉』における問題意識にきわめて近いものと考えられる。松下氏の問題意識を鑑み

た場合、今後の研究においては、まず以下のことを明 らかにする必要があると考えられる。第1に 「指導者」と

「職員」の関係、第2に 「指導者」の必要性ではな く 「職員」の必要性に関する議論、第3に 「職員」の 「専門性」、

第4に 、その中での司書や学芸員と社会教育主事や公民館主事の 「専門性」、また司書や学芸員についてあまり取

りあげられていないのであればそれはなぜか、そして第5に 民主的な社会教育の理論そのものの論理の構成、であ

る。

1,問 題意識

本稿では、 これまでの社会教育理論 において 「職員 の専門性」 という概念がどのように捉 えられて きた

のか、について今後より詳細 な研究 を行 うための予備的な考察を行 う。

筆者は以前、1970年 代始 めか ら'80年 代 にかけて社会教育 に対す る批判 として提起 された、梅樟忠夫氏

の文化行政論に関する考察 を行い、社会教育 の理論や実践における文化活動の位置づけを考えるにあたっ

て、あわせて社会教育 における職員の専門性 について検討する必要があるのではないか、という指摘を行

った(遠 藤 ・友田2000)。

梅樟氏はその文化行政論 において、教育 と文化 をそれぞれ電池のチャージとディスチャージに例 えてい

るが、そこでの教育 とは学校教育を、文化 とは社会教育 を指 している。社会教育(梅 樟氏のいう文化)を

ディスチ ャージに例 えるのは、人々が文化活動あるいは社会教育活動 を行 うのは、あそびである、つ まり

本人にとっては楽 しみ となっているのだと梅樟氏が考えているからである。例 えば、ある活動 を行 うこと

によって、なにかを身につけた り、人間形成に寄与 した りとい うことは十分あ りうることだが、 しか し、

多 くの場合人々が文化活動 を行 うのは、その活動が楽 しいか らであった り、そこに来る他の人々 と会 うた

めであった りとい うように、必ず しもチ ャージの側面が意識 されているわけではない。実際に、NHK放

送 文化研究所が行 った調査 によれば、学習行動、顕在 的学習関心の目的はいずれも、「その ことを学ぶ こ

と自体が楽 しい」が最 も高率になっている(NHK放 送 文化研究所1990101-Ill頁)。 その意味で、梅樟

氏は文化活動を行 う個々人の立場 から議論を行っていると考 えることができるが、この個々人の立場に反

して、社会教育関係職員が 「教育」 という視点のみを過度に重視 したとすれば、その ことによって、楽 し

さを求めて行われる人々の文化活動が社会教育の分野 から取 り残 される可能性がある、また 「教育」 とい

う視点 を過度 に重視すれば、 そのことが公的な社会教育施設等において人々が社会教育活動 を行 う際の障

壁 となる可能性がある、 と考えられるからである。

他方で現在、従来は社会教育行政が行って きたこと、例 えば社会教育施設の運営や、社会教育事業等 を

NPOや 財 団等の機関に委託するという動 きが出て きている。

こういった事例 の中には、 もちろんすべてではないにせ よ、委託後の方が参加者や利用者による評価が

高いといった事例 もあるようである(福 嶋2002)。 もちろん、利用者による評価が委託 を評価する際の判

断材料のすべ てではないが、少な くとも一つの重要な指標ではあるはずだ。そこで考えるべ きことは、仮

に行政であることによる限界 というものがあったとして も、社会教育行政の職員 より受託機関の方が、当
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該分野の専門性 において優れている可能性があるのではないかとい うことである。逆に、税金 を用いて委

託するということを考えれば、受託機関 においては、事業や施設の運営 を受託するに足 る専門性を備えて

いる、もしくは、受託機関の方が、行政 よりもある部分では専門性において優れていることが求め られる、

あるいは行政では専門性 とい う点が不足 しているがゆえに委託 を行 うと考えることもで きるだろう。

周知のように、これまで社会教育の関係者の間では、公民館主事等の、行政 における社会教育専門職員

制度の確立が主張されてきた。 しか し、現在のNPOや 財 団等へ の委託 という動 きは、先 にあげたような観

点からすれば、行政内部 における専門職員制度 の確立 に対 して疑問を投 げかけるものでもある。また、今

後委託 という動 きが続 くとして も、受託するに足る専門性 を備 えた機関に対 して委託す る必要があ り、そ

の際にも、委託する内容(事 業委託、施設運営委託 など)に ついて、 どのような専 門性 を備 えてお くべ き

かをある程度 はっ きりさせ、それを基準 に受託機関を選考する必要 もある。

このように、理論的 な観点 から考 えても、また今 日の実際的な観点から考えて も、社会教育における
'

「職員の専 門性」 についてあ らためて検討す る必要がある。

「職員の専門性」の検証 に当たっては、い くつかの方法が考 えられる。例 えば、実際 に社会教育関係職

員が関わって行われている社会教育活動の場での参与観察、社会教育関係職員 を対象 とした面接調査、あ

るいは質問紙調査、 さらに社会教育の理論 において 「職員の専 門性」が どのように捉えられて きたのか を

検証すること、などである。 このほかにも考えられるだろうが、筆者は先の理論的な観点 も含めて検証す

るために、社会教育の理論や言説 において、「職員の専 門性」が どのように捉 えられてきたかということ

に焦点を当てたいと考 えている。そこでまず本稿では、今後詳細な検証 を行 うに当たっての予備的な考察

を行 うことにする。

2,研 究の概要

以上のような目的のため、 まず社会教育の分野 における入門的な文献、教科書的 なもの、概論書に焦点

を当てる。具体的 には 『社会教育』『社会教育学』 『社会教育論』 『社会教育概論』 といった タイ トルの書

籍である。実際に参照 した文献は資料1の25冊 で ある。ただ し、『社会教育の方渕 については、文部省

社会教育局編であることから採用することにした。これ らの文献は、文字通 り社会教育の分野における入

門的な位置づ けをもってお り、したがって、初心者 ・初学者 を対象として要点が簡潔にまとめ られている、

と考 えるか らである。ただ し、これ らの文献で、社会教育の分野の入門的な文献を網羅 しているわけでは

ない。 したが って、研究 としては不十分ではあるが、上述 したように、今後詳細に検討する際のい くつか

の示唆を得ることができると考 える。

まず、これ らの文献か ら 「節」以上のレベル、章 ・節(あ れば 「編 ・部」、以下 「章」「節」「項」の順

でみた とき)で 職員 もしくは指導者に関する項目を取 りあげた。その結果分析の対象 としたのは14冊(21

件)で あ り、資料2に 示 した部分である。次いで、これらの各章 ・節か ら、職員あるいは指導者の 「役割」

「専門性」「資質」「職務 ・仕事」 などに関す る記述 を抽出 した。ただ し、法的な規定の紹介のみに終始 し

ているものについては除いている。幾分 かはそれ よりも踏み込んだ記述、あるいは著者の考 えが現れてい

る と思われる部分 を取 りあげている。

3,結 果

この ように して職員や指導者の 「役割」「専門性」「資質」 といった観点から抽出を行った記述の中には、

もちろん職員全体、指導者全体 に関わる記述 もあり、また複数(例 えば社会教育主事 と公民館主事 の両者

な ど)に 関わる記述 もある。前者 については、全体 に関する もの としてまとめ、後者については特定で き

るそれぞれに分類 した。その結果、職種別では社会教育主事に関す る記述が圧倒的 に多 く、12冊 となって

いる(な お14冊 中の残 りの2冊 も社会教育主事 に関する記述はあるが、 ほぼ法的 ・制度的な規定の紹介に

終始 しているため取 りあげなかった)。 次 いで公民館主事が6冊 であ り、司書3冊 、学芸員2冊 となって
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いる。

本来は、例えば、藤原英夫氏が社会教育法 における社会教育主事に関する規定 を検討 し、「社会教育を

行 う者」 には司書や学芸員 なども含 まれ(藤 原197485頁)、 またそれ らの職員の 「専 門性の高度化」が考

えられるため、それ らの職員に対 し 「専門的技術 的な指導 と助言」 を行 う社会教育主事は 「高度の専門職

性」 を持つ必要があ ると指摘 している(同159-161頁)が 、このように、そもそも職務等に関する法的な

規定や、そこで述べ られている職種同士の関係、施設職員であれば施設そのものに求め られる役割 につい

ての検討 も予め行ってお く必要があるか もしれない。 しか し、本稿では上述の目的のため、これ らに関す

る詳細 な議論は別の機会にゆずる。

さらに、社会教育主事および公民館主事以外の職種 に関する記述があまりに少ないことも鑑み、さしあ

たってその両者に焦点 を当て、 どのような 「役割」「専門性」 「資質」が求め られているかを分類 してみた

(もちろん、い くつかの項 目にまたが るケース等 もあるが、それにρいてはそれぞれに当てはまるものと

して処理 している)。 その結果、両者 に共通 して求め られる もの として、 「広 い学識 ・教養」「経験(地

域 ・住民 との交流か ら得 た経験、一般 的な意味での社会的経験 を含めて)」 「住民 に密着 している こと」

「方法 ・技術 に関する知識(討 議 の方法 や視聴覚機材の使 い方、社会教育調査 に関す るものなど)」 「事業

の企画」「入柄 ・人間的資質」「学習要求 ・学習課題の把握」「施設運営」「内容 についての知識」が挙 げら

れる(各 々について各1冊 以上で言及 されているもの。具体的な記述については資料3)。 また、それぞ

れに特有の ものと して(各2冊 以上で言及 されてい るもの)、 社 会教育主事 においては、「学習の促進」

「対象についての知識 ・専門性(青 少年、婦人 など)」 「行政 に関する知識」「地域社会教育計画の立案」

「評価」 「指導者の活用能力」等がある(具 体的な記述 については資料4)。 公民館主事 においては、「学習

活動への助言」 「事業実施」「学習相談」「学習への援助」「課題 の設定」等である(具 体的な記述について

は資料5)。

このように分類 した各項 目自体は、すべての文献に見出されるものではないが、全体 をまとめてみると

この ような傾向 になってお り、これを見ればある意味ではおおむね常識 的な記述 になっているといえる。

どちらか といえば、やは り公民館主事の方が学習者に近い立場にあることが求め られてお り、社会教育主

事の方は、地域社会教育計画の立案 を通 して、 また、内容 に関わる各種専門家や指導者の協力 を得なが ら

社会教育 をすすめるとい う立場が求められている。ただ し入門的であるがゆえに、おおむね常識的だが、

逆に各項 目の中味については、 もちろん程度の差 はあるし、 またこれらの文献が著される背景では詳細な

議論がなされている とは考 えられるが、少な くとも取 りあげた文献においては詳細 に踏み込んで検討 され

ているわけではない。

本稿の当初の問題意識から、この結果を考えると、まず職員が過度に 「教育」という視点のみを重視す

ることによって人々の文化活動が排除されるおそれは、少なくとも入門的な文献における記述からみた場

合にはないと考えられる。少なくとも先ほどあげた 「役割」「専門性」「資質」からは、そういった危険性

を読みとることはできない。

次に、委託という面からみると、先に挙げた中で行政職員でなければならない 「役割」「専門性」「資質」

といったものは社会教育主事における 「地域社会教育計画の立案」および 「行政に関する知識」だけだと

考えられる。それ以外のものは、当然委託に当たって、受託機関側の人材にも求められるべきもののはず

であり、それは研修や人材の養成、実践の積み重ね如何によって可能であると考えられる。加えて、「行

政に関する知識」という点でも、情報公開という観点から行政職員だけが独占すべきものではないことは

明らかであり、その意味では行政職員でなければならない理由としては説得力を欠くのではないかと考え

られる。とすれば、地域における社会教育の条件整備に関わる 「地域社会教育計画の立案」がその理由に

なると考えられるが、これについても現在では市民参画が求められていると考えれば、そこで社会教育主

事が中心的な役割を果たすとしても、少なくとも行政職員としての社会教育主事だけで 「地域社会教育計

画の立案」を行えばよい、と考えるわけにはいかない。このように考えれば、行政における社会教育専門

職員制度の確立、.また事業や施設運営の委託への歯止めという点では、今回取 りあげた文献に見る限りで

は理論的な弱さは否めないのではないかと考えられる。ただし、社会教育専門職員制度の確立という点で
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は、その理由も含めて広範な議論がなされているはずなので、今後より詳細に検証を行う。

4,考 察

さて、本稿では、当初の問題に関わっで、今後詳細な検討を行 うにあたっての示唆を得 ることを目的に

、おいていた。次 にこの点 について述べてい くが、今 回取 りあげた職員の 「役割」「専門性」についての記

述の中に次のような記述がある。

社会教育主事の職務が、助言 ・指導者と法で定めているからといって、かれを安易に社会教育指導者と

みなすことは、「指導者」 ということばの意味内容をすりかえるおそれがある。公務員を指導者とみな

すことは、民主教育行政の概念からはでてこないことであって、社会教育主事は、あくまで社会教育に

関する専門的条件整備者であることを確認する必要があろう。(宇佐川1962129頁)

これら社会教育関係の行政にある人々は学習する住民の側か らは条件整備者 として期待 されているので

ある。 これが応々にして、住民不在の社会教育指導者 として、行政のもっている力 を背景に した指導を

お こなったり個人的 な意見に偏 して、学習者 に対 して干渉をおこな うというようなことがあってはなら

ないことはいうまで もない。(藤 田1967146頁)

このような見解は、松下圭一氏の 『社会教育の終焉』 における問題意識 にきわめて近い もの と考えられ

る。『社会教育の終焉』の中で松下氏は、行政が成人に対する 「教育」を行 うという発想 を批判 している。

松下氏のいう 「教育」は きわめて狭い意味であ って、職員は指導者ではないと言 うときの 「指導」に近い

もの と考えていいはずだ。そこでまず次節において、本稿に関わる範 囲で松下氏の 「社会教育終焉論」に

ついて概観 した上で、先の見解が示唆することについて考 えてい く。

4-1,松 下 圭 一 『社会 教育の終 焉』

松下氏の 『社会教育の終焉』はその タイ トルから考 えて、一見社会教育のすべてを否定 しているように

感 じられる。実際に、松下氏の 「社会教育終焉論」に対する批判のなかには、松下氏の議論をそのような

ニュアンスで受け取 った上で、批判 を行っているのではないかと思 われるもの も見受けられる。 しかし、

以下にみるように、実際はそうではない。

松下氏は 『社会教育の終焉』の最初 に次の ような問題提起 を行 っている。

なぜ、 日本で 〈社会教育 〉の名に よって、成人市民が行政 による教育の対象 となるのか(松 下19863

頁)

『社会教育の終焉』は一貫 してこの問題について論 じたものということができるが、ここで、松下氏が

批判しようとしているのは社会教育行政であるということが確認できる。『社会教育の終焉』では、一貫

して社会教育行政、正確には実際の社会教育行政というよりも、社会教育行政理論が批判の対象となって

おり、その上で(松 下氏の批判する理論に則った)社 会教育行政を廃止すべきだと述べている。しかし、

松下氏は社会教育行政が廃止された場合でも、図書館や博物館、美術館などは、教育委員会とは別の行政

委員会に所管を移 した上で、存続するように提案 している(同191頁)。 仮に松下氏が、社会教育行政を

すべて否定しているのであれば、社会教育施設である図書館や博物館も廃止する、という議論になっても

不思議ではない。また松下氏は、図書館に行って本を読むことであるとか、何人かで集まってサークル活

動や学習会をすることなどの、社会教育活動とも呼ばれる人々の活動を批判の対象とはしていない。もっ

とも松下氏はこれらの活動を市民文化活動と呼び、社会教育あるいは社会教育活動とは呼んでいない。

この点について、まず第1に 注目したいのは、『社会教育の終焉』の中で図書館や博物館ではなく公民
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館 が批判 されていることである。その理由は一つには公民館 の専門職員の存在があげ られる。,松下氏は公

民館の専 門職員による 「指導 ・援助」 を不必要だ とみな し、場合によっては・「介入」 という表現 を用いて

批判 している(同131頁)。 なぜかと言えば、それは松下氏の教育 に対するイメージか ら来ている。

教育とは教え育てる、つまり未成年への文化同化としての基礎教育を意味するとみなければならない。

(同3頁)

日本の文脈では、教育理論によってどのような定義がなされ ようとも、やは り教育とは 「オシエ ・ソダ

テル」である。(中 略)官 治 ・無謬 ・包括 という日本型教育発想 によってのみ、 日本型社会教育行政 は

なりたつにすぎない。(同10頁)

と松下氏は述べている。前者について もう少 し具体的には、小中学校お よび高等学校 までの内容に該当す

ると述べている(同12-13頁)。 後者 における 「官治」 とは 「行政主導 による教育」であ り、「無謬」 とは

「無謬 の原典 〔勅語、国定 ・検定教科書〕による教育」、「包括」 とは 「全国民 の全生活 をおお う教育」 を

意味する(同6-7頁)。

つ まり松下氏は、すでに 「無謬」の答 えもった 「行政の主導」 によって、人々のすべてに対応するよう

な 「教育」 という観点からの 「指導 ・援助」 を批判 している とい うことになる。

第2に 注 目したいのは、先に少 しふれたが、松下氏は社会教育行政理論 を批判 しているに もかかわらず、

図書館や博物館 に対する批判は行っていない。 これは図書館や博物館が、人々の文化活動 に関わる条件整

備の一環 として必要であること、また、その職員である司書や学芸員が、松下氏の言 う 「教育」にはそれ

ほど関わらないことから来るのではないか と考え られる。ちなみに、図書館法 においては、図書館や司書

による利用者の指導といった規定はない。 また、博物館法においては、第3条 三項において 「一般公衆 に

対 して、博物館資料の利用に関 し必要な説明、助言、指導等 を行い、(以 下略)」 とあるだけである。実際、

以下のように松下氏 は、図書館や博物館 を教育施設だとはみな していない。

図書館、博物館等 は、たまたま国 レベルの所管が文部省であるとして も、社会教育施設ではなく、(中

略)市 民文化施設とみるべ きだからである。

図書館(略)、 博物館(略)は 、 どうして成人向けの教育施設なのだろうか。今 日誰 も市民は教育施設

とは考えていない。(同234頁)

第3に 注目したいのは、第一の点 とも関連する次の発言である。

私は、 ここで、社会教育行 政を廃止 して、それにかわって、市民参加 を土台に、「自治体政策研究」の

ための研究所 を各 自治体が首長部局に設置することを提案 したい。(同189頁)

松 下氏 は社会教育行政 を廃止する ように提言 してい るのだから、当然 この研究所は社会教育の機関ではな

いはずだ。ではなぜ 「それにかわって」 という表現 を用いているのか。 これは松下氏か らみて、社会教育

行政が、本来政策によって解決すべ き問題をすべて取 り込 もうとしているようにみえることが原因である

と考えられる。これは次の発言か ら確認で きる。

市民参加 ・自治体改革をテコとして自治体機構全体による 〈政策〉として解決されるべき政治 ・行政課

題が公民館職員による 〈教育〉で対応しうるというような理論構成では破綻するのは当然である。(同

53頁)

〈俗 〉なる 「政策」 によって解決 されるべ き領域までが 〈聖 〉なる 「教育」 によって救済 されるかのよ

うな教育幻想 となっている。(同121頁)
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これは先に第1の 点でのべた 「包括」 という発想 にあたるが、こういったすべてを、特 に政治 ・行政課題

を 「教育」によって解決するとい う発想が批判 されているといえる。その際の 「教育」.とは 「行政の主導」

による、すでに正解が決 まっているもの としての 「教育」であって、そこでイメージ されているのは、戦

前に国策としておこなわれていた 「教化」 としての社会教育 に近い ものであると考 えられる。

以上 を総合すれば、松下氏は、社会教育 を 「行政の主導」による 「日本型教育発想」にたって、成人に

対 して行 われる直接的な 「オシエ ・ソダテル」 という意味での 「教育」であるとみな したうえで批判 して

いるのであって、だか らこそ、図書館や博物館等の社会教育施設を批判することがないのだと考えられる。

4-2考 察

この ような松下氏の問題意識か ら先ほどの結果をみてい くとい くつかの課題が指摘できる。

まず第1に 、司書や学芸員 と、社会教育主事、公民館主事 のそれぞれに対 して求め られる専門性や役割

について、松下氏の ような観点か ら比較 しつつ考察する必要がある。そもそも今 回取 りあげた文献におい

ては司書 ・学芸員その他の職員についての言及はあま りにも少ないといえる。司書や学芸員、その他の社

会教育関係 の職員 についても、もっと言及 されて しかるべ きではないかと考えられる。

第2に 、「職員」 と 「指導者」に関する問題であ る。松下氏は職員 による 「教育」を批判 しているのだ

が、これは職員 を 「指導」者 として位置づ けることへの批判だと言い換 えることもで きる。 この点に関連

することとして、筆者 自身 「職員の専門性」概念 を考察するにあたって職員お よび指導者に関す る記述の

抽出を行 ったことがあげられる。筆者は職員に関する記述 と指導者 に関する記述 を分 けて考 えてはいなか

ったということであ り、これはつ まり、職員 と指導者を分けて捉 えてはいなかった とい うことを意味する。

しか し、今回取 りあげた14の 文献の中で、章 ・節 レベルでの見 出 しにおいて 「指導者」 「リーダー」 とい

う表記のみがなされそこに 「職員」という表記がない ものを取 りあげると、8つ あるのだが、その中では、

いずれ も程度の差 はあれ職員 に関する記述が見出されるD。 つま り、指導者論、 リーダー論 として論 じら

れている箇所で職員のことも論 じられていることになる。 とい うことは筆者 に限 らず これらの文献 におい

ても、職員 は、指導者 ・リーダーであると考 えられていることになる。念のため にい えば、 これ らの記述

は 「指導者 ・リーダーにはこういった役割があり、他方で職員の役割 はこういった ものである」 といった

ように指導者 ・リーダーと職員 を分けているものではな く、あ くまで指導者 ・リーダーである、あるいは

その一つのタイプとしての職員 について論 じている。この点 は、社会教育研究においては、職員論 と指導

者論が未分化であ ると考えることもで きるが、 これらの章 ・節の立て方か ら考えるとむ しろ、職員論が指

導者論め中に位置づけられている、指導者の一つのタイプとして職員が想定 されていると考えることもで

きる2)。

また、今回取 りあげた14の 文献にはすべて職員 に関する記述があるのだが、その中に指導者や リーダー

の必要性について論 じられている ものはあるが、職員の必要性について論 じられている ものはない。正確

に言えばない ことはないのだが、人々の文化 ・学習活動の保障のためには不可欠だ と述べ られている程度

で、不可欠な理由については述べ られていない。さらに言えば、指導者 としての職員の必要性 について論

じられているものはない。 これらをあわせて考えれば、指導者の必要性を論 じた時点で、職員の必要性 も

同時に論 じたこととして処理 されている可能性 も考 えられる。

この問題 は、先に挙げた問題意識にかな り関係 して くる と考えられる。まず、最:初の問題意識 に関 して

は、か りに職員 を指導者 とみなすならば、その 「指導」がどのような形で表れるかについて検討する必要

がある。その現れ方如何 によっては、人々が文化 ・学習活動 を行 う際の障壁 となる可能性は否定で きない。

また、 この 「指導」の問題と後者の問題意識、委託問題の両者 に関係 して、そ もそ も社会教育行政に求

められる役割は何か、その中で職員の果たすべ き役割 は何 か、何 らかの専 門性 をもった職員が必要なのか

どうか、 もし必要ならそこで求め られるのは 「指導者」 としての 「専門性」なのかどうか、 といったこと

について、 どのように論 じられているかを検証する必要がある。

第3に 、松 下氏が 「包括」 という言葉で批判す る点 についてである。筆者は以前 「枚方テーゼ」の検証
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を行い、(か つての)民 主的な社会教育の理論 においては、おそらく民主的 な原則が保障 された もとでの

社会教育という概念 と、民主主義確立のための社会教育 とい う概念が混在 していたのではないか、 しか も

その内容が後者に偏っていたのではないか、という仮説を提示 した(遠 藤2000)。 この仮説が正 しければ、

最初にふれた梅樟氏の文化行政論 は、そ うい った理論が支配的な状況 を危惧 したために出てきた、 と考え

ることもで きるが、これは松下氏の問題意識 とも密接 に関わる可能性のある ものである。先の仮説が正 し

ければ、民主主義確立 とい う目的の もと、本来 は政策によって解決すべ き(と 松下氏が考 える)問 題 を

「教育」によって解決 を図る、 とい う理論の構成になっていることは十分 に考え られることである。だ と

したら、松下氏の批判や、本章の最初 に取 りあげた、職員 を指導者 と呼ぶ ことへ の批判 にどの ように答え

るか、検証する必要が出て くる。

5,「 社会教育 にお ける 『職 員の専門性』に関する研究」にお ける今後の課題

いずれの問題に対 しても、今回は取 りあげた文献が入門的なもの、概論書であるため、何 らかの結論 を

出すことはできない。今後、 より詳細な検討を行 う必要があ り、そのためには、 さらに指導者や職員につ

いて、またその 「役割」「専門性」「資質」等について、詳細 に論 じた多 くの文献、論文、あるいは実践 の

記録等を検証する必要がある。

その際に検証すべ き課題としてまずあげられるのは次 の5点 である。第1に 「指導者」と 「職員」の関

係 について どの ように考えられて きたのか、第2に 「指導者」の必要性ではな く 「職員」の必要性 に関す

る議論 の有無、お よびその内容、第3に 「職員」の 「専 門性」が どの ように捉えられてきたのか、第4に 、

その中で司書や学芸員 と社会教育主事や公民館主事の 「専門性」が どの ように捉 えられてきたのか、また

今回取 りあげた文献におけるようにそ もそも司書や学芸員についてあまり取 りあげられていないのであれ

ばそれはなぜか、そ して第5に 民主的な社会教育の理論 その ものの論理の構成、である。これらを検証 し

てい く際に、一つのポイン トになるのは、 これは松下氏の批判す る 「教育」の問題で もあるのだが、「指

導」 をどの ように捉えるかである。例 えば 「指導を しない ことが よい指導だ」 とい う意見があるが、 この

中には2つ のr指 導」 という言葉が使われてお り、その意味 内容 は異なっている。これ を視点に据 えなが

ら上記の5つ の課題の検証を行 う必要がある。 これら5点 を検証 し、明らかにした上でなければ、本稿に

おいて当初示 していた2つ の問題を考察することはで きないのではないか と思われる。

以上は上述 したように、理論や言説 に焦点を当てた ものだが、それをふまえて実際の社会教育専 門職員

のあ り方や求め られる専門性 を現状 に即 して考察する必要 もあるだろ う。その際 に明らかにすべ き課題 と

してあげられるのは主 として次の3点 である。第1に 、市民の価値観の多様化、それに基づ く学習要求の

多様化 ・高度化 という社会的な状況の下での、行政職員 としての社会教育専門職員のあ り方についてであ

る。 これは先の理論 ・言説の検証における課題に引きつけて言えば、そ もそ も専門職員が必要なのか、担

当の職員がいればそれでいいのかにも関わって くる。また、 この点については、職員の採用や人事のあ り

方についての調査 ・研究を行 う必要もあるだろう。 というのは、例えば、求め られるのがジェネラリス ト

なのかスペシャリス トなのかによって、採用その ものや、担当部署のローテーシ ョンや研修 も含めた人事

に関する問題 に関わって くるからである。第2に 、先に述べた社会的な状況の下で学習要求の動向を把握

し、それに関する学習内容 を保障するために求め られる社会教育専門職員の専門性についてである。 この

点について、実際にはどのように対処 されているのか について も含めた調査 ・研究が必要である。先に、

民主的な社会教育の理論 に関する仮説を述べ たが、その仮説が正 しいとしてもそれはあ くまでも理論に対

してであって、実際上の問題 とは限らない し、その現状 を確かめる必要 もあるだろう。第3に 、これは本

稿の最初に述べた二つの問題の後者 にも関わるのだが、社会教育行 政にとっての施設の位置づけを現状 に

即 して考える必要があるだろう。これは施設職員の問題 とも関わるものである。

以上の ように、社会教育 における 「職員の専門性」 に関す る研究の課題 は多岐 にわたるが、これらの課

題 について、今後詳細に調査 ・研究を行いたいと考 えている。
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<注>

1)具 体 的 には次 の もの で あ る 。宇 佐 川(1956)、 藤 田(1967)、 有本(1970)、 田代 ・岡本(1972a)、

飯 塚(1973)の 「4.1」、 安 原(1981)、 鈴 木(1986)、 宮脇(1990)

2)こ れ に類 す る指摘 はす で にい くつか の研 究 で な され て い る。 例 え ば 、小 林(1993)な ど。
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㈲吉田昇 ・宇佐川満 ・岡本包治1973『 社会教育』学文社(改 訂版)

團岸本幸次郎編1977『 講座現代教育学8社 会教育』福村出版

㈲藤原英夫編1979『 社会教育論』 ミネルヴァ書房

⑳松本憲著1980ζ 社会教育概論』学文社

⑳永杉喜輔 ・藤原英夫編著1981『 改訂社会教育概説』協同出版

㈲新堀通也編1981『 現代教育学シリーズ11社 会教育学』有信堂

㈱島田修一 ・藤岡貞彦編1982『 社会教育概論』青木教育叢書

鋤碓井正久 ・倉内史郎編著1986『 教育演習双書4新 社会教育』学文社

㈱池田秀男編1990『 教職科学講座 第6巻 社会教育学」福村出版
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資料2取 りあげた文献一覧(な おカッコ付数字で示 した文献は資料 ユによる)

津高正文1956「 第二部 社会教育各論 第十章 社会教育主事の任務」209-239頁 、文献(5)

宇佐 川満1959「V社 会教育をすすめるための条件 二 社会教育の指導者」220-234頁 、文献(6>

宇佐 川満1962「 第三章 社会教育の行政とその構造 第二節 社会教育の専門職員」121-135頁 、文献(8)

藤田博1967「 第三章 社会教育の課題 第二節 指導者」139-161頁 、文献O⑦

伊藤道機1968「 第九章 社会教育主事および社会教育委員」のうち 「一'社 会教育主事」「二 社会教育委員」

271.280頁 、文献⑫

有本章 亘970「3章 対象別にみた社会教育5節 指導者教育」146-149頁 、文献⑬

野垣義行1970「4章 社会教育行政4節`社 会教育行政関係職員」180-189頁 、文献㈲

富士川金二1970「 第8章 社会教育関係職員 第1～7節 」185-198頁 、文献㈲

田代 ・岡本編1972a「 第三章 市民の生活と学習 三 学習の指導者」109-n6頁 、文献⑯

田代 ・岡本編1972b「 第五章 社会教育制度の確立 三 社会教育の専門職員」172-183頁 、文献⑯

田代 ・岡本編1972c「 第七章 自治の伸張と社会教育5市 民運動と社会教育職員」224頁 、文献⑯

以上の著者は秋山六郎 ・安立武晴 ・伊藤琢 ・岩谷隆存 ・岩淵英之 ・川出十芽男 ・神崎節生 ・小林良司 ・古川善

章 ・向井隼雄 ・横谷光男 ・岡本包治 ・田代元彌のいずれか(執 筆箇所については明記されていない)

河合慎吾 ・飯塚三代次1973「 第4章 社会教育のリーダーと関係職員」のうち 「4.1～4.8」、139-162頁 、文献⑳

宇佐川満1973「 第5章 社会教育の施設 とその職員5.5公 民館事業のあり方と公民館主事の役割につい

て述べよ」176-178頁 、文献㈲

小川剛1973「 第5章 社会教育の施設 とその職員」のうち 「5.9および5.10」、i90-195頁 、文献(17)

藤原英夫1979a「1章 今日の社会教育 社会教育委員や社会教育主事の制度」27-32頁 、文献㈲

藤原英夫1979b「6章 明日の社会教育3要 員養成の強化」244頁 、文献⑲

安原昇1981「 第五章 施設 ・団体と指導者 第三節 社会教育職員、第四節 社会教育指導者」99-110頁 、文

献⑳

荒 井 非区E召1982

鈴 木 眞 理1986

酒 匂 一 雄1986

宮 脇 陽 三1990

「第二章

「第4章

「第5章

「第5章

社会教育の組織と計画 第四節 社会教育職員の機能と役割」157-178頁 、文献㈲

社会教育の内容と方法4.7社 会教育のリーダー」100-102頁 、文献㈱

社会教育の法と行財政5.4社 会教育主事の専門性」114-117頁 、文献(㈱

学習指導者の種類と役割」のうち 「1～4」 、78-94頁 、文献㈱
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資料3社 会教育主事 ・公民館主事に共通 して求められ る役割等

(紙幅の関係で、具体的な記述を各項目1っ だけ示 し、その他は該当個所び)みを示している)

求められ 社会教育主事 公民館主事

る役割等

広い学識 ・社会教育全般にっいての識見と経験の深 さ(宮 脇199082頁) ・広 い学識 、経 験(富 士川1970196頁)
・教養 ・その 他

、 富士 川1970190頁

経験 ・社会的経験に乏 しい大学の新卒者が、社会教育主事 として年配の ・広 い 学識 、経 験(富 士川1970196頁)

市民やその集団を指導助言することには無理がある。(田代 ・岡本

1972bl75頁)

・そ の他
、津 高1956215頁 、同216頁 、宮 脇199082頁

住民に密 ・(引用者注一派遣社教主事制度の悪用で)社 会教育主事の異動 、 ・「住民 と と もに生 き 」 「地 城 を深 く知 り、 住 民の

着 してい 配転が他律的に活発にな り、住民 との接触は薄らいだまま役所の都 ちえや感情か ら学び」1住 民とともに地域課題をみ

る こ と 合で入れ.替わ りがなされる危惧す らあ って、指導力の充実強化では つめていること3な どを軸に した社会教育職 員像

な く、低 下に なる こ と も予 想 され る.(田 代 ・岡本1972b176頁) (同169頁 〉

・そ の他 、津 高1956215頁 、同216頁 、荒 井1982169頁)
・そ の他

、荒 井1982160頁 、同166頁)

方法 ・技 ・社会教育主事の指導力は、主として方法技術の面で発擢するほか ・何 を どの よ うな 形 で 学習 してい くか 、 とい うよ

術に関す な い と考 え られ るか らであ る。 グル ー プ ワー クにお け るグル ープ ・ うな ことに対して、公 民館主事はその専門的な能

る知識 ダイナ ミクスの応用や、相談事業におけるカウンセ リングの技法の カ を発 揮す る はず なの であ る。(鈴 木1986100頁)

適 用等(以 下略).(藤 原1979a31頁)
・その 他 、富 士川1970196頁

・その 他
、宇佐 川1962128頁 、野 垣1970且82頁 、富 士川197{}190

頁 、河合 ・飯塚 豆973159頁 、藤 原1979a30頁 、同32頁 、安原1981

100頁 、 同io6頁 、酒 匂 且986U6頁

事業の企画 ・(引用者注一市町村ぴ)社教主事は)住 民の要求を受けて、公の社 ・地域住民 の学習要求 を把握 して、学級講座 や集

会教育を企画 し組織するプロデ ューサー的の役割(富 土川197`}190 会行事等を企画する(安 原1981103頁)

頁) ・その 他 、田代 ・岡本1972b塾81頁 、安 原1981106

・そ の他 、河合 ・飯塚1973160頁 、安 原 三981100頁 、同106頁 頁

人 柄 ・人 間 ・学習者に大きな人間的魅力を感じさせること(宮 脇199082頁) ・施設職員 、成人教育教師 としての人間 としての

的資質 ・そ の他 、宇佐 川1962128頁 資質の重要なこと(宇 佐川1973178頁)
・そ の他 、宇 佐川1973178頁

学 習 要 求 ・ ・一般 民衆 の学 習 意欲 の調 査の ため の技術(酒 匂:986116頁) ・住民が多様に展開する生活と生産を守 る運動や

学 習課 題 の ・そ の他 、安原198ロ00頁 、同106頁 学習のなかか ら地域の学習課題 をつかみと り(荒

把握 井ig82166頁)
・そ の他

、安 原19811`}3百 、荒 井198216`,頁

施設運営 ・社会 教育 施設 の運 営(安 原198Σ106頁) ・住民の 自由な教育文化活動の場 として.社 会教

育施設の管理運営(荒 井1982158頁)
・その 他 、安 原1981106頁

「

内 容 に つ い ・内容は専門家に任せ るか らといって、社会教育主事が学習領域に ・社会 教育 の教 育内 容(富 士川1970196頁 〉

ての知識 つ いて ま った く無 知 で あ って よい とい うこ とは な いの であ る。(田

代 ・岡本1972aH6頁)
・そ の他

、宇佐 川1962!28頁 、富 士川 豆970190頁 、河合 ・飯塚

1973159頁 、宮脇199`♪82頁
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資料4社 会教育主事に求められる役割等

(紙幅の関係で、具体的な記述を各項 目1つ だけ示 し、

その他は該当個所のみを示 している)

資料5公 民館主事に求められ る役割等

(紙幅の関係で、具体的な記述を各項 目1つ だけ示 し、

その他は該当個所のみを示 している)

「学 習の促 進 」

・担 当 す る分 野 あ るい は地 域 の社 会 教 育 の推進 力 とな る ,と い

うこ と(津 高 取956216頁)

・そ の他 、安原1981100頁

「対'象にっいての知識 ・専門性(青 少年、婦人など)」
・社会教育行政や社会教育の諸領域に関 して専 門的な知鐵 ・技

術を持 ち、それを指導の内容 とするもので、例えば青少年教

育や婦人教育が専門というような場合(野 垣1970183頁)
・その他 、酒匂1986116頁 、宮脇 夏99082頁

「行政 に関 す る知識 」

・社会 教 育行 政 や 社会 教 育 の諸 領域 に関 して専 門 的な 知 識 ・技

術 を持 ち 、そ れ を指 導 の 内容 とす る もの で 、例 えば 青 少年 教

育や婦 人 教育が 専 門 とい うよ うな場合(野 垣 更970183頁)
・その 他 、河 合 ・飯塚1973159頁 、安 原 且98199-mO頁 、同106

頁 、酒 匂ig86116頁

「地域社 会 教育 計画の 立案 」

・予 算 、施 般 、職員 態勢 な どの計 画的 な整 備(荒 井1982158頁)
・そ の他 、藤 田1967144頁 、 田代 ・岡本!972b181頁 、安原

1981100頁 、安原1981100頁 、 同LO6頁

「評 価」

・評価 に 関す る知 識 ・技術(酒 匂1986116頁)

・そ の他 、藤 田 且967144頁 、安原1981100頁.同106頁

「指 導者 の活 用能 力」

・各種 専 門家 を有 効に 活用す る能力(河 合 ・飯塚1973160頁)

・そ の他 、野垣1970183頁 安 原198nOO頁

「学習活動への助言」

・地域住民または各種団体が、公民館の施設 ・設備 を利用 して各種

の教育事業、行事を実施するにあたり、その企画運営上の相談に

応ず ること(宇 佐川1973178頁}
・その他、田代 ・岡 本1972bl81頁 、荒井1982158頁

「事業 の実 旛」

・地域 の必 要 に合 った社 会教 育事 業 の実施(荒 井1982158頁)

・そ の他 、宇佐 川1973178頁 、安 原198nO2頁

「学習相 談 」

・地域 住民 の学 習 要求 を把握 して 、学級 講座 や 集会 行事 等 を企 画す

る と ともに 、相 談 ・展 示 ・広 報 ・体 育 ・レク リエ ー シ ョン活動 な

ど を組 織 す る専門 的な 知識 ・技 術が 必要 で ある.、(安 原19別103

頁)

・その 他、宇 佐川1973178頁.安 原1981106頁

「学 習 への援 助 」

・公民 館主 事の 専 門性 は住 民の 自発 的 な学 習 と活動 の援 助 に向 けて

発 揮 され なけれ ば な らない。(安 原1981103頁}
・そ σ)他、安原198UO6頁 、荒 井1982158頁 、同160頁 、同162

頁 、同166頁 、鈴 木1986100頁

「課 題の 設定 」

・何 を どの よ うな形 で学習 して い くか 、とい うよ うな こ とに対 して 、

公 民館 主事 はそ の専 門的 な能 力 を発揮 す るはず な ので あ る,,(鈴

木 且9861ひ0頁)
・そ の他 、荒 井 且982166頁
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APreliminaryResearchontlle

ProfessionalSkillsandOtllerQllalities

Coneeμof

Demandedofthe

PersonnelinAdministrativeOrga皿izationsofSyakai』 【yoiku

ENDOChikato

Inthispapersomeproblemsaboutprofessionalskillsandotherqua匪itiesdemandedofthepersonnelin

administrativeorganizationsofsyakai-kyo皿(u(adulteducationandout-of」schooleducationf6ryouth)arediscussed,

making祀f6㈹ncetotheliterature(suchastextbooksandintmductorybooks)ofsyakai-kyoi】(uandMATSUSHITA

Keiichfsviewpoint.

Inthehteraturewhichtheauthorreviewed,itiscriticizedtoconsiderthepersonnelasShidosya(asa

leaderlteacher).Thosewhocriticizeitarguethatthepersonnelshouldplayaroletoimprovetheenvir㎝mentof

syakai-kyoiku.ThisviewpointissimilartoMATSUSHITA's.Heexpresseshiscriticism,inhiswork,.ofthe

viewpoint;thepersonnelinadministrativeorganizationscouldeduca紅ecitizensasadults.

FromMATSUSHITA'sviewpoint,HvepmblemstobeclealedahseaboutastudyofpK)fεssionalskllls

andotherqualitiesdemandedofthepersonnelinadministrativeorgImizationsofsyakai-kyoiku.1)Whetherwecould

considerthepersonnelasShidosya,2)Necessit孟esofthepersonneL3)Professional.skillsandotherqualities

demandedofthepersonne1.4)Diffbrencebetweenthepmfbssionalskillsandotherquali"esdemandedoflibrarians

andcurators,andthoseofsyakai-kyoiku-syujiandkominkan-syuji.5)Theoryofdemocraticsyakai-kyoiku.


